
食費 300 円 食費 390 円 食費 650 円 食費 1,490 円 食費 1,490 円 食費 1,490 円

居住費 0 円 居住費 370 円 居住費 370 円 居住費 840 円 居住費 840 円 居住費 840 円

基本料金 557 単位

看護体制加算Ⅰロ 4 単位

夜勤職員配置加算Ⅰロ 13 単位

日常生活継続支援加算Ⅰ 36 単位

口腔衛生管理体制加算 30 単位

介護職員処遇改善加算Ⅰ 1,521 単位

基本料金 625 単位

看護体制加算Ⅰロ 4 単位

夜勤職員配置加算Ⅰロ 13 単位

日常生活継続支援加算Ⅰ 36 単位

口腔衛生管理体制加算 30 単位

介護職員処遇改善加算Ⅰ 1,691 単位

基本料金 695 単位

看護体制加算Ⅰロ 4 単位

夜勤職員配置加算Ⅰロ 13 単位

日常生活継続支援加算Ⅰ 36 単位

口腔衛生管理体制加算 30 単位

介護職員処遇改善加算Ⅰ 1,865 単位

基本料金 763 単位

看護体制加算Ⅰロ 4 単位

夜勤職員配置加算Ⅰロ 13 単位

日常生活継続支援加算Ⅰ 36 単位

口腔衛生管理体制加算 30 単位

介護職員処遇改善加算Ⅰ 2,034 単位

基本料金 829 単位

看護体制加算Ⅰロ 4 単位

夜勤職員配置加算Ⅰロ 13 単位

日常生活継続支援加算Ⅰ 36 単位

口腔衛生管理体制加算 30 単位

介護職員処遇改善加算Ⅰ 2,199 単位

※ 上記金額は３０日間で計算しているため、月によって多少変動します

※ 上記金額は基本の加算料金を含めた額になっています。別途、必要に応じ加算を算定した場合には金額が変動します

/日

/日

/日

/日

/日

/日

/月

/回

/回

/回

/回

129,453

円

136,083

円

居宅介護支援事業者と退所前から連携し、情報提供・サービス調整を行った場合に加算します

退所後の相談援助を行い、市町村・老人介護支援センターに情報提供した場合に加算します

退所後30日以内に居宅を訪問し、相談援助を行った場合に加算します

介護支援専門員が退所後の居宅を訪問し、退所後サービスの相談援助を行った場合に加算します

外泊された際に基本料金に替えて算定します。ただし、不在時にベッドを他利用者の
ショートステイに使用した場合は算定いたしません

各加算を含むサービス費合計(月額)に8.3%を乗じた額を加算します。そのため、月額の
利用日数や加算状況に応じ金額が変動します

若年性認知症と診断された方に対してサービス提供を行った場合に加算します

初めて入所された日、もしくは一か月以上入院後に再度入所した場合、30日間に限り加
算します

夜勤帯の介護・看護職員が基準を1人以上上回っている場合に加算します

新規利用者のうち一定要件を満たす方が一定割合以上、または介護福祉士資格者が
常勤換算で一定数以上いる場合に加算します

摘要

口腔衛生に係る計画書を作成し、歯科医師または歯科衛生士から月１回以上指導・助
言を受けた場合に加算します

142,905

円

149,532

円

常勤の看護師を１名以上配置している場合に加算します（入所定員51人以上）

別表①

多床室料金
所得段階１ 所得段階２ 所得段階３ 所得段階４ 2割負担

特別養護老人ホーム美土里荘　利用料金表（３０日分）
平成３１年４月１日〜

3割負担

要介護度２

31,061 44,861 52,661 91,961 114,022
日
額

円 円 円 円

円 円 円 円 円

要介護度３

33,335 47,135 54,935

月
額

94,235 118,570
日
額

要介護度１

28,851 42,651 50,451 89,751 109,602
日
額

円 円 円月
額

円 円

円 円 円 円 円月
額

円

要介護度４

35,544 49,344 57,144 96,444 122,988
日
額

月
額

要介護度５

37,689 51,489 59,289 98,589 127,278 155,967
日
額

円 円 円 円 円 円月
額

初期加算 ３０単位

介護職員処遇改善加算Ⅰ 所定単位の８．３％

外泊時費用

若年性認知症受入加算 １２０単位

◆各種加算のご案内
名称 単価

日常生活継続支援加算Ⅰ ３６単位

夜勤職員配置加算Ⅰロ １３単位

看護体制加算Ⅰロ ４単位

退所後訪問相談援助 ４６０単位

退所時相談援助 ４００単位

口腔衛生管理体制加算 ３０単位

２４６単位

退
所
時
等
相
談
援
助

加
算

退所前訪問相談援助 ４６０単位

退所前連携 ５００単位



食費 300 円 食費 390 円 食費 650 円 食費 1,490 円 食費 1,490 円 食費 1,490 円

居住費 320 円 居住費 420 円 居住費 820 円 居住費 1,150 円 居住費 1,150 円 居住費 1,150 円

基本料金 557 単位

看護体制加算Ⅰロ 4 単位

夜勤職員配置加算Ⅰロ 13 単位

日常生活継続支援加算Ⅰ 36 単位

口腔衛生管理体制加算 30 単位

介護職員処遇改善加算Ⅰ 1,521 単位

基本料金 625 単位

看護体制加算Ⅰロ 4 単位

夜勤職員配置加算Ⅰロ 13 単位

日常生活継続支援加算Ⅰ 36 単位

口腔衛生管理体制加算 30 単位

介護職員処遇改善加算Ⅰ 1,691 単位

基本料金 695 単位

看護体制加算Ⅰロ 4 単位

夜勤職員配置加算Ⅰロ 13 単位

日常生活継続支援加算Ⅰ 36 単位

口腔衛生管理体制加算 30 単位

介護職員処遇改善加算Ⅰ 1,865 単位

基本料金 763 単位

看護体制加算Ⅰロ 4 単位

夜勤職員配置加算Ⅰロ 13 単位

日常生活継続支援加算Ⅰ 36 単位

口腔衛生管理体制加算 30 単位

介護職員処遇改善加算Ⅰ 2,034 単位

基本料金 829 単位

看護体制加算Ⅰロ 4 単位

夜勤職員配置加算Ⅰロ 13 単位

日常生活継続支援加算Ⅰ 36 単位

口腔衛生管理体制加算 30 単位

介護職員処遇改善加算Ⅰ 2,199 単位

※ 上記金額は３０日間で計算しているため、月によって多少変動します

※ 上記金額は基本の加算料金を含めた額になっています。別途、必要に応じ加算を算定した場合には金額が変動します

/日

/日

/日

/日

/日

/日

/月

/回

/回

/回

/回

退
所
時
等
相
談
援
助

加
算

退所前訪問相談援助 ４６０単位 介護支援専門員が退所後の居宅を訪問し、退所後サービスの相談援助を行った場合に加算します

退所後訪問相談援助 ４６０単位 退所後30日以内に居宅を訪問し、相談援助を行った場合に加算します

退所前連携 ５００単位 居宅介護支援事業者と退所前から連携し、情報提供・サービス調整を行った場合に加算します

退所時相談援助 ４００単位 退所後の相談援助を行い、市町村・老人介護支援センターに情報提供した場合に加算します

介護職員処遇改善加算Ⅰ 所定単位の８．３％
各加算を含むサービス費合計(月額)に8.3%を乗じた額を加算します。そのため、月額の
利用日数や加算状況に応じ金額が変動します

外泊時費用 ２４６単位
外泊された際に基本料金に替えて算定します。ただし、不在時にベッドを他利用者の
ショートステイに使用した場合は算定いたしません

口腔衛生管理体制加算 ３０単位
口腔衛生に係る計画書を作成し、歯科医師または歯科衛生士から月１回以上指導・助
言を受けた場合に加算します

初期加算 ３０単位
初めて入所された日、もしくは一か月以上入院後に再度入所した場合、30日間に限り加
算します

若年性認知症受入加算 １２０単位 若年性認知症と診断された方に対してサービス提供を行った場合に加算します

日常生活継続支援加算Ⅰ ３６単位
新規利用者のうち一定要件を満たす方が一定割合以上、または介護福祉士資格者が
常勤換算で一定数以上いる場合に加算します

158,832
日
額

夜勤職員配置加算Ⅰロ １３単位 夜勤帯の介護・看護職員が基準を1人以上上回っている場合に加算します

円月
額

◆各種加算のご案内
名称 単価 摘要

看護体制加算Ⅰロ ４単位 常勤の看護師を１名以上配置している場合に加算します（入所定員51人以上）

165,267
日
額

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円 円

47,289 52,989 72,789

月
額

要介護度５

107,889 136,578

要介護度４

45,144 50,844 70,644 105,744 132,288

要介護度３

42,935 48,635 68,435 103,535 127,870 152,205
日
額

円 円 円 円 円 円

円円 円 円 円 円

月
額

138,753

円 円 円 円 円 円

要介護度２

40,661 46,361 66,161 101,261 123,322 145,383
日
額

月
額

日
額

月
額

要介護度１

38,451 44,151 63,951 99,051 118,902

別表② 特別養護老人ホーム美土里荘　利用料金表(30日計算）
平成３１年４月１日〜

個室料金
所得段階１ 所得段階２ 所得段階３ 所得段階４ 2割負担 3割負担



◆所得段階のご案内

多床室 個室

※ 第4段階の方の食費には消費税が加算されます。消費税率が変更になった場合は変更させて頂きます。
※ 外泊・入院された際の居住費については、他利用者による居室利用がない場合にお支払い頂きます。

◆負担割合のご案内

負担割合

◆その他の費用のご案内

５００円 /月

３００円 /月

３００円 /月

①合計所得が２２０万円以上で、
　　[単身世帯]
　　　年金とその他の所得の合計が３４０万円以上
　　　（年金収入のみの場合は３４４万円以上相当）
　　[夫婦世帯]
　　　年金とその他の所得の合計が４６３万円以上

②介護保険料の未納期間があり、納期限を2年以上滞納したため
自己負担金額が3割に引き上げられた方

①は平成30年8月以降から適
用されます(それまでは2割負
担となります)

２００円 /日
個室のうち、特別室をご利用の場合１日あたり２００円をご
負担いただきます。

入院時の居住費について

退院後、施設に戻られるまでのベッド確保の観点から、入院中でも居住費を頂戴
いたします。外泊時費用算定期間中は各所得段階に応じた居住費、外泊時費用
算定期間を過ぎましたら基準額（1日840円）となります。ただし、ベッドをショートス
テイに使用した場合は算定いたしません

特別室利用料金

家電製品を持ち込んで居室内でご利用いただくことが可能
です。ただしその場合、電気代として所定の金額を頂戴い
たします。料金は毎月のサービス利用料と併せて請求い
たします。

テレビ

電気毛布

持ち込み家電

冷蔵庫

１，１５０円

８２０円

　合計所得が１６０万円以上で、
　　[単身世帯]
　　　年金とその他の所得の合計が２８０万円以上
　　　（年金収入のみの場合は２８０万円以上相当）
　　[夫婦世帯]
　　　年金とその他の所得の合計が３４６万円以上

要件 備考

利用者負担段階
(所得段階)

対象者
食費

(1日あたり)

第4段階 ８４０円

３７０円

３７０円

居住費(1日あたり)

第3段階

第2段階

世帯全員が市町村民税を課税されていない方で、
老齢福祉年金を受給されている方。
生活保護等を支給されている方。

１，３８０円
＋消費税

６５０円

０円

1割負担 　以下に当てはまらない方。

４２０円

３２０円

１，５００円/回散髪代

第1段階

上記以外の方

世帯全員（世帯分離している配偶者を含む）が市
町村民税を課税されていない方で第2段階以外の
方。

世帯全員が市町村民税を課税されていない方で、
合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収
入額の合計が年間80万円以下の方。

月1回、散髪の機会を設けています（概ね第1月曜日）。希
望に応じ、施設内で散髪をすることが可能です。その場
合、所定の料金を頂戴します。料金は毎月のサービス利
用料と併せて請求いたします。

３９０円

３００円

当事業所のサービス利用料は、法定介護報酬単位数に単価(当地域は1単価10円)を乗じた額となっております。そのう
ち、ご利用者の負担割合に応じた額をお支払い頂きます。負担割合は下記の要件により認定されます。

2割負担

3割負担


